
苫小牧工業高等専門学校自動車運行管理内規 

 

規則第100号 

制  定 平成25年２月12日 

一部改正 平成30年２月22日 

一部改正 平成31年２月28日 

一部改正 令和３年９月29日 

 

（趣旨） 

第１条 苫小牧工業高等専門学校（以下「本校」という。）が所有する自動車（道路運送車

両法（昭和26年法律第185号）第２条第２項に規定する自動車。以下「自動車」という）

の適正な運行及び管理については，独立行政法人国立高等専門学校機構物品管理規則（

独立行政法人国立高等専門学校機構規則第39号）その他の法令又はこれに基づく特別の

定めがある場合を除き，この内規の定めるところによる。 

 

（自動車管理者） 

第２条 自動車の運行及び管理は，総務課長（以下「自動車管理者」という。）が総括する。 

２ 自動車管理者は，自動車の現況を把握し適正な運行及び管理を行わなければならない。 

 

（自動車管理者の職務等） 

第３条 自動車管理者は，次に掲げる業務を処理する。 

一 自動車を運転する者（以下「運転者」という。）の指導及び監督に関すること 

二 自動車の安全管理及び事故防止に関すること 

三 自動車使用の届出に関すること 

四 自動車の運行及び管理に関する手続き並びに記録等の整理及び保存に関すること 

五 自動車の点検及び整備並びに修理に関すること 

六 車庫及び関係設備の点検並びに防火措置に関すること 

七 その他自動車の運行及び管理に必要と認める事項 

２ 自動車管理者は，総務課調達係長を補助管理者として，前項に掲げる業務の一部を行

わせることができる。 

 

（使用範囲） 

第４条 自動車は，本校業務の円滑な遂行を図るため必要がある場合のほか使用してはな

らない。 

 

（運転者登録等） 

第５条 業務遂行のため自動車の使用を必要とする者は，自動車運転者登録申請書（別紙

第１号様式）に免許証の写を添付のうえ，自動車管理者に申請するものとする。 

２ 自動車管理者は，前項の申請に基づき運転適格者としての適否を審査し，結果を申請

者に通知するとともに，運転適格者として認めた場合は，当該申請者を運転者として運

転者登録一覧（別紙第２号様式）に登録するものとする。 

 

（運転適格者の基準） 

第６条 運転適格者として認める者は，運転者登録申請時において次の各号の全てを満た

す者とする。 



一 普通自動車運転免許取得後１年を経過していること 

二 過去１年間において，免許停止等の行政処分を受けたことのない者 

 

（運転者登録の取消） 

第７条 運転者として登録された者は，交通法規に違反し免許停止以上の行政処分を受け

た場合は，速やかにその旨を自動車管理者に届け出なければならない。 

２ 自動車管理者は，前項に基づく届け出があった場合及び前項に定める処分が判明した

場合は，運転者登録一覧から削除するとともに，当該運転者に運転者登録の取消を通知

するものとする。また，人事異動等により本校の教職員でなくなった場合は，その事由

発生日をもって運転者登録一覧から削除するものとする。 

 

（使用の届出） 

第８条 運転者として登録された者が自動車を使用しようとするときは，自動車管理者に

申し出をするものとする。 

 

（使用者の選定） 

第９条 使用の届出が重複する場合には，届出者間における協議により使用者を決定する。

ただし，その協議により難い場合は，自動車管理者が業務内容を考慮し判断することが

できる。 

２ 緊急な用務が発生した場合には，自動車管理者は他の届出者に優先して使用させるこ

とができる。 

 

（学生の同乗） 

第10条 自動車への学生の同乗は，次の場合を除き禁止する。 

一 病気又は怪我等により，医療機関へ搬送する場合 

二 学校行事の実施に伴って学生を帯同させる必要がある場合で，校長がやむを得ない

と認めた場合 

三 教育研究指導の一環として学生を帯同させる必要がある場合で，校長がやむを得な

いと認めた場合 

四 その他，校長が特に必要と認めた場合 

２ 運転者は，前項第２号から第４号のいずれかに該当する場合は，自動車同乗同意書（別

紙第３号様式）を受領後，自動車学生同乗申請書（別紙第４号様式）を作成し，校長の

承認を得なければならない。 

 

（使用基準） 

第11条 自動車の運行距離及び運転時間は，原則として１日１運転者について200キロメー

トル以内，かつ，連続５時間以内とする。 

 

（運転者の遵守事項） 

第12条 運転者は，道路交通法（昭和35年法律第105号）等関係法令を遵守し，常に安全な

運転に心がけるとともに次の事項を守らなければならない。 

一 使用時に点検を行い，異常を認めた場合は直ちに自動車管理者に報告しその指示を

受けること。 

二 運行中に支障をきたしたときは，速やかに自動車管理者に報告しその指示を受ける

こと。 



三 燃料を補給しようとするときは，自動車管理者の指示を受けること。 

四 使用後は，必要な点検等を行った後，所定の場所に格納すること。 

２ 運転者は，運転報告書（別紙第５号様式）に所要事項を記入の上，自動車管理者の確

認を受けなければならない。 

 

（事故の措置） 

第13条 運転者は，自動車運行中に事故が発生した場合には，直ちに必要な措置を講ずる

とともに，その状況を速やかに自動車管理者に報告し，指示を受けなければならない。 

２ 自動車管理者は，前項の報告を受けたときは，必要に応じ関係職員を現場に派遣し，

適切な措置を講ずるものとする。 

３ 運転者は，第１項の事故に際し，現場において被害者又は加害者あるいはその他の関

係者と当該事故の責任，損害賠償等に関する一切の取り決めをしてはならない。 

 

（損害賠償等） 

第14条 運転者は，自動車の使用に際し，故意又は重大な過失により事故等を起こした場

合は，相手方等に対する賠償責任を負わなければならない。また，自動車の原状回復に

必要な費用を弁償しなければならない。 

 

附 則 

１ この内規は，平成25年２月12日から施行する。 

２ 苫小牧工業高等専門学校自動車運行管理取扱内規（苫小牧工業高等専門学校 規則第

28号）は廃止する。 

附 則 

この内規は，平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，平成31年４月１日から施行する。 

附 則 

 この内規は，令和３年９月29日から施行し，令和３年４月１日から適用する。 

 



別紙第１号様式（第５条関係） 

  年  月  日 

 

自動車管理者 殿 

 

所 属  

氏 名  

 

 

自動車運転者登録申請書 

 

 

自動車運転者の登録を申請します。 

自動車の使用については，苫小牧工業高等専門学校自動車運行管理内規及び道路交通法

を遵守します。 

 

 

普通自動車免許  

取 得 年 月 日      年   月   日 

 

過去１年の事故歴 □ なし 

□ あり 

 

過去１年の違反歴 □ なし 

□ あり（違反内容                    ） 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  年  月  日 

 

所 属 

氏 名         殿 

 

 

自動車運転者登録通知書 

 

申請のとおり自動車運転者として登録されましたので，お知らせします。 

 

 

自動車管理者 

総務課長  

 

 

 

 



別紙第２号様式（第５条関係） 

 

運 転 者 登 録 一 覧 

 

氏名 所属 
普通免許 

取得年月日 
経過年 

免許証の 

有効期限 
登録年月日 取消年月日 備考 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



別紙第３号様式（第 10条関係） 

  年  月  日 

 

苫小牧工業高等専門学校長 殿 

 
 

自 動 車 同 乗 同 意 書 

 
 

私（保護者氏名）        及び私の被保護者（学生氏名）        は，

苫小牧工業高等専門学校自動車運行管理内規第 10条第２項の規定に基づき，下記運行計画

に従い，自動車に同乗することに同意します。 
 

 ※ 氏名は必ず自署してください。また，保護者の緊急連絡先を以下に記入してください。 
 

   氏名         続柄     連絡先番号               
 

 

記 

 

運行計画 

 １．同乗させる日時  自      年  月  日（  ）  時  分 
 

  至      年  月  日（  ）  時  分 
 

 ２．用 務 先                                 

 

 ３．用務内容                                 

 

 ４．学生を同乗させる理由 
 

                                        
 

                                        

 

５．損害賠償 高専機構が加入する自動車保険により補償 

 

【参考】苫小牧工業高等専門学校自動車運行管理内規 

（学生の同乗） 

第 10条 自動車への学生の同乗は，次の場合を除き禁止する。 

 一 病気又は怪我等により，医療機関へ搬送する場合 

二 学校行事の実施に伴って学生を帯同させる必要がある場合で，校長がやむを得ないと認めた場合 

三 教育研究指導の一環として学生を帯同させる必要がある場合で，校長がやむを得ないと認めた場合 

四 その他，校長が特に必要と認めた場合 

２ 運転者は，前項第２号から第４号のいずれかに該当する場合は，自動車同乗同意書（別紙第３号様式）

を受領後，自動車学生同乗申請書（別紙第４号様式）を作成し，校長の承認を得なければならない。 

 



別紙第４号様式（第 10条関係） 

年  月  日 

 

苫小牧工業高等専門学校長 殿 

 

 

運転者 所属・氏名                  

 

 

自 動 車 学 生 同 乗 申 請 書 

 

 

苫小牧工業高等専門学校自動車運行管理内規第 10条第２項の規定に基づき，下記のとお

り，自動車へ学生を同乗させることについて承認願います。 

なお，学生の同乗について，当該学生の保護者の同意及び緊急時の連絡体制を確認して

いることを申し添えます。 

 

 

運行計画 

日   時 
自       年   月   日（  ）   時   分 

至       年   月   日（  ）   時   分 

自動車車種  

用 務 先  

用 務 内 容 
 

 

学生を同乗 

させる理由 

 

 

同乗学生 

所属学科・専攻 学 年 組 氏      名 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



別紙第５号様式（第 12条関係）              ※走行距離や乗車人数等を台帳に転記しますので、正確にご記入をお願いします。 

運 転 報 告 書 

総務課長 課長補佐 担当係長 担 当 係 

    

運転日時        年    月    日 時   分 ～    時   分 

運転者 氏名：            （        係）  乗車人数：     名 

使用車種 

□乗用車（ノート） 

□乗用車（セレナ） 

□トラック 

行 先  

走行距離  Km 点検項目 ※点検をした場合、チェックしてください。 

□外観    □ブレーキ  □エンジンルーム  

□ハンドル  □タイヤ   □ライト、ウィンカー 

□燃料 ※運転終了後に燃料メータ残量位置に○を付してください。 

Empty(０)                          Full 

 

総走行距離  Km 

報告事項 

異常の有無  □有  □無 

異常の状況 

給 油  ㍑ 備 考  

 


